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はじめに 

 

茂原市では、平成 23 年 3月に「男女ハートフル共生プラン～茂原市男女共

同参画計画（第 2次）～」を策定し、男女共同参画施策の推進に取り組んでい

ます。 

計画の進行管理については、毎年度、事業の進捗状況について、担当課によ

る１次評価、内部組織の「茂原市男女共同参画社会づくり推進委員会」による 2

次評価、市民参加となる外部組織の「茂原市男女共同参画社会づくり推進協議

会（以下、「協議会」という）」による３次評価を実施しております。 

外部評価を行うことにより、評価の透明性が確保され、男女共同参画施策が

さらに効果的に推進されることが期待できます。 

平成 2５年度の事業評価にあたりましては、全 66事業のうちの重点評価項

目について、重点的に評価を行い、各事業担当課において施策の見直しや方向

性について協議・検討を行い、次年度以降の取り組みに反映できるようにする

ことを目指しています。 

この「平成 2５年度 事業評価報告書」は、計画に掲げる施策を推進するた

め、協議会が行った「重点評価項目の評価」とともに、プランに掲げた各事業

の「実施結果及び次年度の取組」などを一体的に掲載したものです。 

評価結果につきましては、市ホームページ等で公開いたします。 

 

 

１．茂原市男女共同参画計画（第２次）推進体制 

 

◆茂原市男女共同参画計画（第 2 次）推進体制連携図 
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◆「茂原市男女共同参画社会づくり推進委員会」（１６人）内部組織 

茂原市男女共同参画計画に基づく施策の進行管理と必要な庁内調整を行う組織

として、庁内各部男女 1名ずつで構成された委員会です。 

【任期：平成２５年４月１日～平成 2６年 3 月 31日】 

 

◆「茂原市男女共同参画社会づくり推進協議会」（8 人）外部組織 

茂原市における男女共同参画社会の形成をめざし、男女共同参画の総合的推進

を図る組織として、公募市民で構成された委員会です。 

【任期：平成２５年 8 月 9日～平成 27 年 3月 31日】 

 

茂原市男女共同参画社会づくり推進協議会委員 

氏名 所属等 役職 班 

大塚 節子 ちば菜の花会 会長 2班 

南舘 尚 茂原商工会議所青年部 副会長 2班 

初谷 智津枝 市議会議員  1班 

及川 哲子 
千葉県男女共同参画地域推進員 
（東上総地域）  1班 

加藤 祐明 一般公募  1班 

鈴木 時男  〃  1班 

塚崎 キミ子  〃  2班 

森川 礼子  〃  1班 

 

 

 

２．茂原市男女共同参画基本計画（第 2次）の評価の方法 

 

「茂原市男女共同参画計画（第 2 次）」では、男女共同参画を推進するため、

市が取り組むべき事業として66事業を掲げ、45項目について指標（数値目標）

を設けています。基本計画の進捗状況の評価にあたっては、まず事業担当課に

よる自己評価（１次評価）を行い、全事業のうちから抽出された重点評価項目
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について、「男女共同参画社会づくり推進委員会」による２次評価、外部組織で

ある「茂原市男女共同参画社会づくり推進協議会」が評価を行いました。 

評価結果は、「平成２５年度事業評価報告書」としてまとめ、次年度以降の各

課の事業実施に反映させると共に、公表いたします。 

 

①評価の方法 

区分 対象 評価者 摘要 

一
般
評
価 

 

一般評価事業 

 

事業実施担当課 

事業評価シートにより 

1 次評価（自己評価）を実施 

      企画政策課に報告 

庁内推進委員会 

担当課により提出されたシー

トについて 2 次評価を実施 

      協議会に報告 

次年度以降の事業に反映 

 

 

 

 

 

判定区分 

【項目評価基準】 

4：十分達成している（90％以上） 

3：概ね達成されている（70％以上） 

2：達成が半ばであり改善を要する（50％以上） 

1：不十分である（50％未満） 

【総合評価基準】 

A：十分な成果を上げた（達成度 8割以上） 

B：ある程度の成果を上げた（達成度 4割～7割） 

C：事業の対象や見直しが必要（達成度 3割以下） 

重
点
評
価 

 

重点評価項目 

(全事業のうち

から抽出) 

 

協議会（2 班を設置） 

次期計画策定までに全事業に

ついて段階的に評価を実施 

※必要に応じて事業実施担当

課の出席を求める 

 

 

次年度以降の施策に反映 

総
合
評
価 

 

基本目標 

第2次基本計画

に規定する3つ

の基本目標 

(平成 27 年度) 

 

協議会（全体） 

全ての評価内容を踏まえ、次

期計画策定過程で評価を実施 

 

第 3 次基本計画に反映 

 

 

 



4 

 

②協議会各班の構成及び評価対象事業 

 重点評価項目（事業番号・担当課） 

１班 17、19、20、33、34、35、38、39、44、46、48、51、52、

53、54、55、56、60、61、62、63、64、65、66 

（子育て支援課、学校教育課、環境保全課、農政課、生涯学習課、高齢

者支援課、障害福祉課、総務課、健康管理課、体育課） 

２班 3、4、5、9、10、11、12、14、16、22、24、27、28、31、

32、36、40、41、42、43、50、58、59 

（企画政策課、生活課、子育て支援課、建築課、国保年金課、商工観光

課、生涯学習課、秘書広報課、健康管理課、図書館、学校教育課） 

 

 

 

３．茂原市男女共同参画推進協議会による第三者評価スケジュール 

◆茂原市男女共同参画社会づくり推進協議会会議（第１回）  

平成 2６年６月３０日開催 

  茂原市男女共同参画計画の推進状況について第三者評価の方法及びスケジ

ュールの説明 

 

◆茂原市男女共同参画社会づくり推進協議会各班による評価 

 １班会議（2回開催）平成 26年 8月 22 日、8月 2６日、8月 2８日 

 ２班会議（2回開催）平成 26年 8月 22 日、8月 2７日 

全事業の中から抽出された重点評価項目のうち、各班の担当事業について 

検討・評価 

 

◆茂原市男女共同参画社会づくり推進協議会会議（第２回）  

平成 2６年９月８日開催 

  各班会議において検討された評価内容・意見を踏まえ、協議会全体で検討 

 

◆茂原市男女共同参画社会づくり推進協議会会議（第３回）  

平成 2６年９月２５日開催 

  各班会議において検討された評価内容・意見を踏まえ、協議会全体で検討 

 

◆茂原市男女共同参画社会づくり推進協議会から市長へ「評価報告書」の提出  

平成 26 年１０月３日 

 茂原市男女共同参画推進協議会が市長へ「平成２５年度評価報告書」を提出 
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◆公表 

「平成２５年度評価報告書」を市ホームページで公表する。 

 

◆茂原市男女共同参画社会推進協議会による「平成２５年度評価報告書」を各

事業担当課に示し、次年度の事業の取り組みや改善に反映させる。 

 

 

４．茂原市男女共同参画社会づくり推進協議会からの意見 

（１）男女共同参画推進室の設置 

行政機構図、市のホームページ等をみても男女共同参画の担当窓口がどこなの

か見つけづらい。男女共同参画が前面に出てこないのは市の男女共同参画に対す

る姿勢が現れているのではないか。男女共同参画を国際化推進係の下に担当事務

として位置づけるのではなく、「男女共同参画推進室」などを設置し窓口を市民に

分かりやすいようにすることを検討してもらいたい。また、ここでは男女共同参

画に関する事を一括して取り扱い、関係各課に指示を出し対応するような形を目

指してほしい。 

（２）市の各施策に男女共同参画の視点を 

男女共同参画はあらゆる事業を推進していく上で必要な基本的な考え方である。

子育て支援や人口減少問題に関しても男女共同参画の視点は必要不可欠である。

男女共同参画の視点を常に意識しながら各施策に取り組んでもらうよう働きかけ

てもらいたい。 

（３）該当事業の見直し 

男女共同参画計画の中に同一の事業が複数の異なる事業として位置づけられて

いるが内容が重複または共通しているものがあるので、これについては次期計画

策定の際に見直しを図り統合・削除するなども検討してもらいたい。また、男女

共同参画という視点から取り組むのが難しい事業も見受けられるので、併せて見

直してもらいたい。 

（４）事業評価シートの記入方法 

協議会による第三者評価の実施により、事業評価シートの内容が昨年度より市

民に分かりやすいものになってきていることは評価できる。ただしまだ情報が少

なく分かりにくい事業も見受けられるので、市民に公開する事を前提に分かりや

すく、適切な表現で記入するよう指導してもらいたい。協議会委員による質問事

項がないような評価シートの作成を目指していただきたい。 


